
「面積率算出補助線」のイメージ

（家屋前方２面の外壁） ： １６マス

↓

（程度Ⅰの損傷） ： ３マス

（程度Ⅲの損傷） ： ３マス

↓

（家屋外壁の損傷率） ： ３／１６×１０％＝１．８８％

３／１６×５０％＝９．３８％

上記から、外壁の損傷率 ➡ １１％

「損傷程度の損傷例示」、「損傷個所を赤枠表示」のイメージ

被害住家の写真は、内閣府（防災担当）の「災害に係る住家の被害認定基準運用指針参考資料（損傷程度の例示）令和３年５月」から抜粋

＜別紙１＞

＜別紙２＞
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① 基本情報の登録 ③ 損傷個所ごとの損傷程度判定 ④ 損傷程度の損傷例示の表示

① 住家全体を写真撮影

※ 後方２面は、概ね同等の損傷状況とする。
② 面積率算出用の補助線を挿入

： 調査員が入力

② 損傷個所の写真撮影

③ 調査員が面積率を算出



「ひび割れ箇所の自動検出の表示（基礎）」のイメージ

「損傷基礎長の算出式の表示」、「損傷率の算出式の表示（基礎）」のイメージ

被害住家の写真は、内閣府（防災担当）の「災害に係る住家の被害認定基準運用指針参考資料（損傷程度の例示）令和３年５月」から抜粋

： 調査員が入力

＜別紙２＞

① 基本情報の登録 ② 基礎の写真撮影 ③ ひび割れ箇所の自動検出

： 調査員が入力


